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●許可､ 認可申請又は届出､ もしくは報告を必要とする事項

貨物自動車運送事業者として事業を経営していく過程で次の事項にかかわるときは､ 許可・認可を受
けるか､ 届出又は報告をしなければなりません｡

１. 許可を受けなければならないもの
事業用自動車の運行の管理その他国土交通省令で定める輸送の安全に関する業務の管理の委託及び
受託をしようとするとき (法第29条第１項)

２. 認可を受けなければならないもの
�
事業計画 (営業所､ 自動車車庫､ 休憩睡眠施設､ 貨物自動車利用運送の実施の別等) を変更しよ
うとするとき (法第９条第１項)

�
運送約款を変更しようとするとき (法第10条第１項)

�
運送事業の譲渡し及び譲受けをしようとするとき (法第30条第１項)

�
運送事業者の法人を合併又は分割しようとするとき (法第30条第２項)

�
相続により､ 運送事業を引続き経営しようとするとき (法第31条第１項)

３. 届出をしなければならないもの
�
事業計画 (増減車) を変更するとき……事前届出 (認可申請が必要になる場合あり)(法第９条第３項)

�
事業計画 (営業所の名称等) を変更したとき (法第９条第３項)

�
運行管理者又は整備管理者を選任又は解任 (変更) したとき (法第18条､ 安全規則第19条､ 道路
運送車両法第50条､ 第52条及び同法施行規則第32条の２)

�
事業を休止又は廃止するとき……事前届出 (法第32条)

�
貨物軽自動車運送事業を経営しようとするとき……事前届出 (法第36条第１項)

�
運輸を開始したとき (施行規則第44条第１項第１号)

�
譲渡し譲受け又は合併が終了したとき (施行規則第44条第１項第２号)

�
休止していた事業を再開したとき (施行規則第44条第１項第３号)

�
行政庁からの命令を実施したとき (施行規則第44条第１項第４号)

�
事業者の氏名､ 名称又は住所に変更があったとき (施行規則第44条第１項第５号)

�
会社の役員に変更があったとき (施行規則第44条第１項第６号)

４. 報告をしなければならないもの
�
事業報告書……毎事業年度経過後100日以内 (法第60条第１項・貨物自動車運送事業報告規則第２条)

�
事業実績報告書……前年４月から３月までのものを毎年７月10日まで (法第60条第１項・貨物自
動車運送事業報告規則第２条)

�
運賃料金設定 (変更) 届出書 (運賃及び料金を設定又は変更したとき……30日以内) (貨物自動

車運送事業報告規則第２条の２)

�
自動車事故報告書 (国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたとき……30日以内) (第24

条・自動車事故報告規則第２条､ 第３条)

※法……………貨物自動車運送事業法をいう｡
施行規則……貨物自動車運送事業法施行規則をいう｡
安全規則……貨物自動車運送事業輸送安全規則をいう｡
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関係官庁､ 団体
名 称 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号

国土交通省 100－0013 東京都千代田区霞ヶ関２の１－３ 03－3580－3111 代表

東北運輸局 983－0861 仙台市宮城野区鉄砲町１番地
022－791－7531 貨物課

022－791－7532 自動車監査官

福島運輸支局 960－8165 福島市吉倉字吉田54

024－546－0345 代表

音声案内２ 検査整備保安部門

音声案内３ 輸送・監査部門

090－2607－0353 携帯(時間外・休日)

いわき自動車検査登録事務所 973－8403 いわき市内郷綴町船場１番135 0246－27－6151～6153

福島県 960－8065 福島市杉妻町２－16 024－521－1111

福島県警察本部 960－8065 福島市杉妻町２－16 024－522－2151

福島県警察高速道路交通警察隊 960－0231 福島市飯坂町平野字前原11 024－543－0408

福島労働局 960－8021 福島市霞町１番46
024－536－4602 監督課

024－536－4603 安全衛生課

自動車事故対策機構福島支所 960－8031 福島市栄町７－33 トヨタビル８階 024－522－6626

㈱富久山自動車教習所 963－8061 郡山市富久山町福原字水穴１ 024－922－8070

平中央自動車学校 973－8401 いわき市内郷小島町天ノ田15 0246－26－3429

南湖自動車学校 961－0835 白河市白坂一里段６－236 0120－075－255

タイヘイドライバーズスクール 970－8022 いわき市平塩字古川１－１ 0120－024－623

保原自動車学校 960－0653 伊達市保原町字泉町65 024－575－2224

(一社)適正安全輸送協会福島事務所 960－8165 福島市吉倉字吉田50－２ 024－545－1069

自動車安全運転センター 960－2261 福島市町庭坂字大原１－１ 024－591－4111

�
運行管理者試験センター 160－0004 東京都新宿区四ッ谷３－２ 03－5367－2357

東北交通共済協同組合福島県支部 960－0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋32 024－555－0107

陸運労災防止協会福島県支部 960－0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋32 024－558－9011

(公社)福島県トラック協会 960－0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋32 024－558－7755 代表

〃 県北支部 960－0231 福島市飯坂町平野字若狭小屋32 024－573－8755

〃 県中支部 963－0547 郡山市喜久田町卸３丁目５ 024－963－0780

〃 県南支部 969－0101 西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針15－１ 0248－21－7167

〃 会津支部 965－0052 会津若松市町北町大字始字見島80－２ 0242－24－4855

〃 相双支部 979－2521 相馬市赤木字松ヶ澤144－７ 0244－37－3070

〃 いわき支部 971－8125 いわき市小名浜島字舘下19－１ 0246－58－8223
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貨物自動車運送事業輸送安全規則
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第７条 (点呼等)
貨物自動車運送事業者は､ 事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し､ 対面 (運行上やむを

得ない場合は電話その他の方法｡ 次項において同じ｡ ) により点呼を行い､ 次に掲げる事項について報告
を求め､ および確認を行い､ ならびに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなけれ
ばならない｡ ただし､ 輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において､ 貨物自
動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては､ 当該貨物自動車運送事業者は､ 対面による点呼と同等の効
果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことが出来る｡
�
酒気帯びの有無

�
疾病､ 疲労､ 睡眠不足､ その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

�
道路運送車両法 (昭和26年法律第185号) 第47条の２第１項および第２項の規程による点検の実施ま

たはその確認
２ 貨物自動車運送事業者は､ 事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し､ 対面により点呼を行い､ 当該
乗務に係る事業用自動車､ 道路および運行の状況ならびに他の運転者と交替した場合にあっては第17条第
４号の規定による通告について報告を求め､ および酒気帯びの有無について確認を行わなければならない｡
ただし､ 輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において､ 貨物自動車運送事業
者が点呼を行う場合にあっては､ 当該貨物自動車運送事業者は､ 対面による点呼と同等の効果を有するも
のとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことが出来る｡
３ 貨物自動車運送事業者は､ 前２項に規定する点呼のいずれも対面 (輸送の安全の確保に関する取組が優
良であると認められる営業所において､ 貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては､ 国土交通大
臣が定めた機器による方法を含む｡ ) で行うことができない乗務を行う運転者に対し､ 当該点呼のほかに､
当該乗務の途中において少なくとも１回電話その他の方法により点呼を行い､ 第１項第１号および第２号
に掲げる事項について報告を求め､ および確認を行い､ ならびに事業用自動車の運行の安全を確保するた
めに必要な指示をしなければならない｡
４ 貨物自動車運送事業者は､ アルコール検知器 (呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって､ 国
土交通大臣が告示で定めるものをいう｡ 以下同じ｡ ) を営業所ごとに備え､ 常時有効に保持するとともに､
前３項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には､ 運転者の状態を目視等で確認するほか､
当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない｡
５ 貨物自動車運送事業者は､ 第１項から第３項までの規定により点呼を行い､ 報告を求め､ 確認を行い､
および指示をしたときは､ 運転者ごとに点呼を行った旨､ 報告､ 確認および指示の内容ならびに次に掲げ
る事項を記録し､ かつ､ その記録を1年間保存しなければならない｡

〈乗務前点呼〉

① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 乗務する事業用自動車の自動車登
録番号または識別できる記号､ 番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
�
アルコール検知器の使用の有無

�
対面でない場合は具体的方法

⑥ 酒気帯びの有無
⑦ 運転者の疾病､ 疲労､ 睡眠不足等
の状況
⑧ 日常点検の状況
⑨ 指示事項
⑩ その他必要な事項 (冬用タイヤの
溝の深さ確認等)

〈中間点呼〉

左記乗務前点呼の
⑧日常点検の状況
を除く全ての項目
について執行
(冬用タイヤの溝
の深さ確認等)

〈乗務後点呼〉

① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 乗務する事業用自動車の自動車登
録番号または識別できる記号､ 番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
�
アルコール検知器の使用の有無

�
対面でない場合は具体的方法

⑥ 自動車､ 道路および運行の状況
⑦ 酒気帯びの有無
⑧ 交替運転者に対する通告
⑨ その他必要な事項
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【運行の管理に関する講習】
●講習の種類
①基礎講習 (運行管理を行うために必要な法令､ 業務等に関する基礎的な知識習得を目的とした講

習)
②一般講習 (運行管理を行うために必要な法令､ 業務等に関する最新の知識習得を目的とした講習)
③特別講習 (自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とした講習)
●選任運行管理者が受けるべき講習
既に各事業所で選任されている運行管理者は２年に一度｢一般講習｣を受講しなければならない｡
※新たに選任した運行管理者 (☆１) の場合は､ 選任届出をした日の属する年度 (やむを得ない理
由がある場合にあっては､ 当該年度の翌年度) に基礎講習又は一般講習 (基礎講習を受講してい
ない当該運行管理者にあっては､ 基礎講習) を受講させなければならない｡

☆１の ｢新たに選任された運行管理者｣ の定義！
当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や､ 他の営業所で選任されていた者
は､ 新たに選任した運行管理者には該当しない｡ 但し､ 他の事業者において運行管理者として選任
されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選
任した運行管理者とする｡

【運行管理者補助者の要件等について】
●要件とは⇒運行管理者資格者証の交付を受けた者

基礎講習を修了している者 (平成７年４月１日以降の講習)
●業務の範囲⇒点呼､ 乗務記録の整理､ 資料作成､ 運転者への伝達行為等
※選任されている運行者が行う点呼は点呼を行うべき総回数の少なくとも１/３以上でなければな
らない

【運行管理者資格者証関係】
●国土交通大臣は､ 次のいずれかに該当する者に対し､ 運行管理者資格者証を交付する
①運行管理者試験に合格した者
②事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験等を備える者

●一定の実務の経験等を備える者は､ 一般貨物自動車運送事業者､ 特定貨物自動車運送事業者又は特
定第２種貨物利用運送事業者の運行の管理に関し５年以上の実務の経験を有し､ その間に､ 国土交
通大臣が告示で定めるところにより､ 国土交通大臣が告示で定める講習であって国土交通大臣の認
定を受けたものを５回以上受講した者であることとする｡
【具体例】

※１. 実務の経験とは､ 運行管理者又は運行管理者の補助者として実際に運行管理に携わっていた
経験をいう｡

※２. 実務経験期間内 (５年間) 基礎講習又は一般講習 (そのうち少なくとも１回は基礎講習を受
講すること) を５回受講すること｡

※３. 同一年度に基礎講習､ 一般講習を受講した場合は１回とカウントする｡
※４. 平成19年４月１日以降の実務経験は､ 補助者として選任され､ 実際に運行管理者に携わって

いた期間となります｡

種別／年度 １ ２ ３ ４ ５ 受講回数

基礎講習 ○ １ �

�

�

５回
一般講習 ● ● ● ● ４
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貨物自動車運送事業輸送安全規則

第９条の３ (運行指示書による指示等)

一般貨物自動車運送事業者等は､ 第７条第３項に規定する乗務を含む運行ごとに､ 次の各号に掲げる

事項を記載した運行指示書を作成し､ これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い､ 及び

これを当該運転者に携行させなければならない｡ (運行指示書記載事項 ｢第１号～第７号は｣ 下記参照)

２ 一般貨物自動車運送事業者等は､ 前項に規定する運行の途中において､ 同項第１号又は第３号に掲

げる事項に変更が生じた場合には､ 運行指示書の写しに当該変更の内容 (当該変更に伴い､ 同項第４

号から第７号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む｡ 以下同じ｡) を記載し､ これにより運転

者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い､ 及び当該運転者が携行

している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない｡

３ 一般貨物自動車運送事業者等は､ 第１項に規定する運行以外の運行途中において､ 事業用自動車の

運転者に第７条第３項に規定する乗務を行わせることとなった場合には､ 当該乗務以後の運行につい

て､ 第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し､ 及びこれにより当該運転者に対し電話

その他の方法により適切な指示を行わなければならない｡

４ 一般貨物自動車運送事業者等は､ 運行指示書及びその写しを運行の終了の日から１年間保存しなけ

ればならない｡

第９条 (運行記録計による記録)

一般貨物自動車運送事業者等は､ 次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について､ 当該事業

用自動車の瞬間速度､ 運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し､ かつ､ その記録を１年間保

存しなければならない｡

�
車両総重量が７トン以上又は最大積載量が４トン以上の普通自動車である事業用自動車

�
前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車

�
前２号に掲げる事業用自動車のほか､ 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動

車
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中間点呼と運行指示書が必要な運行及び取扱いのポイント
１. 乗務前・後の点呼がいずれも対面で行えない運行が発生した場合

２泊３日運行で､ ２日目の乗務前・後の点呼は電話等での実施となり､ いずれも対面で行うことができ

ない場合､ ２日目は乗務の途中に少なくとも１回は電話等で中間点呼が必要となる｡

２. 上記運行の場合に､ 運行管理者は ｢運行指示書 (正)(副) ２通｣ の作成が必要となり､ 運転者に適切な

指示を行い､ 運行指示書 (正) を運転者に携行させる義務が生じる｡

３. また､ 運行計画に変更が生じた場合､ 運行管理者が保有している ｢運行指示書 (副)｣ に変更内容を記

載し運転者に適切な指示を行うとともに､ 運転者が携行している ｢運行指示書 (正)｣ にも変更内容を記

載させなければならない｡

○運行指示書の記載内容

１. 運行の開始及び終了の地点及び日時

２. 乗務員の氏名

３. 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時

４. 運行に際して注意を要する箇所の位置

５. 乗務員の休憩地点及び休憩時間 (休憩がある場合に限る｡)

６. 乗務員の運転又は業務の交替の地点 (運転又は業務の交替がある場合に限る｡)

７. その他運行の安全を確保するために必要な事項

※1 運行指示書及びその写しは､ 運行終了日から１年間保存しなければなりません｡

※2 運行指示書を作成する際は､ 適切な休息期間を取得できるよう運行計画を策定してください｡

中間点呼及び運行指示書について
① 中間点呼及び運行指示書の必要な運行

１日目の乗務 ２日目の乗務 ３日目の乗務

乗務前点呼 乗務後点呼 乗務前点呼 中間点呼 乗務後点呼 乗務前点呼 乗務後点呼
(対面) (電話等) (電話等) (電話等) (電話等) (電話等) (対面)

○ ○ 休息期間 ○ ○ 休息期間 ○ ○

(発) (着) (発) (着) (発) (着)
所属営業所 目的地 目的地 所属営業所

〈出発時〉

�
�������� �����������������������������������������

�
�������������

�
�����������������

◎運行指示書 (計画) を作成する際は､ 改善基準を遵守して下さい！

― 11 ―
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事業者 (運行管理者) は､ 運行記録計 (デジタル､ アナログいずれか) の装着が義務付けされている車両
について､ 瞬間速度､ 運行距離および運行時間を運行記録計により記録させ､ その記録を１年間保存しなけ
ればなりません｡
その際に事業者 (運行管理者) は ｢運行記録計を管理し､ 運転者の指導等に活用する｣ 必要があり､ 特に
運行管理者は ｢乗務終了後点呼｣ の記録用紙回収時に“都度”記録内容を確認 し､ そのタイミングで必要
に応じて運転者に個別指導を行ってください｡
チャート紙には､ 次の事項を記入して下さい｡
① 乗務の開始及び終了の地点・主な経過地点｡
② 運転以外の業務について､ 休憩・荷卸し・待機等の区分｡
③ 運転を交替した場合には､ その地点｡
④ 月日､ 車番､ 運転者名

※ チャート紙は､ 管理者が内容のチェックを行い違反等があれば乗務員に注意するとともに､ 注意した
事項をチャート紙に記録する｡
チャート紙の確認が済んだら 管理者の確認の印もしくはサインを記す｡

チェック項目
ａ. 最高速度の違反はないか｡ ｂ. 急発進､ 急加速等速度にムラはないか｡
ｃ. 運転者の休憩時間は適正か｡ ｄ. 経過地､ 行先､ 運転時間等は運行指示のとおりか｡
ｅ. 運転日報との整合性がとれているか｡ (時間､ 行先､ 距離等)

― 14 ―
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業務の内容

福福 島島(( 出出 庫庫))

新新
潟潟

休休
憩憩
金金
沢沢

休休
憩憩

荷荷
卸卸

終終了了
荷荷卸卸

敦敦
賀賀

主な経過地点

福島太郎

H23.３.１

12－34
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● 運転日報の記入例

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第３条 (過労運転の防止)

４ 貨物自動車運送事業者は､ 休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が

十分に確保されるように､ 国土交通大臣が告示で定める基準に従って､ 運転者の勤務時間及び乗務時

間を定め､ 当該運転者にこれらを遵守させなければならない｡

５ 貨物自動車運送事業者は､ 酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない｡

６ 貨物自動車運送事業者は､ 乗務員の健康状態の把握に努め､ 疾病､ 疲労その他の理由により安全な

運転をし､ 又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはな

らない｡

７ 一般貨物自動車運送事業者等は､ 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって､ 疲

労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは､ あらかじめ､ 当該運転者と交

替するための運転者を配置しておかなければならない｡

第８条 (乗務等の記録)

一般貨物自動車運送事業者等は､ 事業用自動車に係る運転者の乗務について､ 当該乗務を行った運

転者ごとに次に掲げる事項を記録させ､ かつ､ その記録を１年間保存しなければならない｡

１ 運転者の氏名

２ 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示

３ 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離

４ 運転を交替した場合にあっては､ その地点及び日時

５ 休憩又は睡眠をした場合にあっては､ その地点及び日時

６ 車両総重量が８トン以上又は最大積載量が５トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務し

た場合にあっては､ 次に掲げる事項

イ 貨物の積載状況

ロ 荷主の都合により集貨又は配達を行った地点 (以下 ｢集貨地点等｣ という｡) で待機した場合

にあっては､ 次に掲げる事項

�
集貨地点等

�
集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては､ 当該日時

�
集貨地点等に到着した日時

�
集貨地点等における積込み又は取卸し (以下荷役作業という) の開始及び終了の日時

�
集貨地点等で､ 当該一般貨物自動車運送事業者等が貨物の荷造り､ 仕分その他の貨物自動車

運送事業に附帯する業務 (以下 ｢附帯業務｣ という｡) を実施した場合にあっては､ 附帯業務

の開始及び終了の日時

�
集貨地点等から出発した日時

ハ 集貨地点等で､ 当該一般貨物自動車運送事業者等が､ 荷役作業又は附帯業務 (以下 ｢荷役作業

― 15 ―
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等｣ という｡) を実施した場合 (荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場

合にあっては､ 当該荷役作業等に要した時間が１時間以上である場合に限る｡) にあっては､ 次に

掲げる事項 (ロに該当する場合にあっては､
�
及び

�
に掲げる事項を除く｡)

�
集貨地点等

�
荷役作業等の開始及び終了の日時

�
荷役作業等の内容

� �
から

�
までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合にあっては､ 荷主が確認した

ことを示す事項､ 当該確認が得られなかった場合にあっては､ その旨

７ 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 第67条第２項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告

規則 (昭和26年運輸省令第104号) 第２条に規定する事故 (第９条の２及び第９条の５第１項にお

いて ｢事故｣ という｡) 又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては､ そ

の概要及び原因

８ 第９条の３第３項の指示があった場合にあっては､ その内容

２ 一般貨物自動車運送事業者等は､ 前項の規定により記録すべき事項について､ 運転者ごとに記録さ

せることに代え､ 道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号) 第48条の２第２項の規定に適

合する運行記録計 (以下 ｢運行記録計｣ という｡) により記録することができる｡ この場合において､

当該一般貨物自動車運送事業者等は､ 当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以

外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない｡

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

第８条 (乗務等の記録)

�
規則第８条第１項第６号イについては､ 過積載による運送の有無を判断するために記録するもの

であるので､ 貨物の重量又は貨物の個数､ 貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録さ

せること｡

また規則第８条第１項第６号ロについては､ 集貨地点等における到着日時から出発日時までの時

間のうち､ 業務 (荷積み､ 荷卸し､ 附帯作業等) 及び休憩に係る時間を控除した時間 (以下 ｢待機

時間｣ という｡) が30分未満の場合は､ 記録を省略して差しつかえない｡ なお荷主の都合とは､ 事

業者としての運行計画又は運行指示によらない､ 荷主の指示等によるものをいい､ 事業者の都合に

より生じた待機時間は､ これに含まない｡
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乗務内容の記録 (運転日報の裏面)
※裏面記入の際は､ 日付も記入すること｡
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運送事業者は､ 運転者や運行管理者その他従業員に対して運行の安全を確保するために適切な指導監督を

行なわなければなりません｡

実施については､ 年間教育計画を作成してこれに基づき定期的に実施するとともにその内容及び受講者名

等を記録しておくことが必要です｡

【根拠規定】貨物自動車運送事業輸送安全規則

(従業員に対する指導及び監督)

第10条

貨物自動車運送事業者は､ 国土交通大臣が告示で定めるところにより､ 当該貨物自動車運送事業に

係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況､ その状況の下において事業用自動車

の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき

事項について､ 運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない｡ この場合においては､ そ

の日時､ 場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し､ かつ､ その記録を営業

所において３年間保存しなければならない｡

２ 一般貨物自動車運送事業者等は､ 国土交通大臣が告示で定めるところにより､ 次に掲げる運転者に

対して､ 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い､ か

つ､ 国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の２及び第12条の３の規定により国土交通

大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない｡

�
死者又は負傷者 (自動車損害賠償保障法施行令 (昭和30年政令第286号) 第５条第２号､ 第３号

又は第４号に掲げる傷害を受けた者をいう｡) が生じた事故を引き起こした者

�
運転者として新たに雇い入れた者

�
高齢者 (65才以上の者をいう｡)

３ 貨物自動車運送事業者は､ 事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて､

当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない｡

４ 貨物自動車運送事業者は､ 従業員に対し､ 効果的かつ適切に指導及び監督を行うため､ 輸送の安全

に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない｡
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貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
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第一章 一般的な指導及び監督の指針
貨物自動車運送事業者は､ 貨物自動車運送事業輸送安全規則 (平成２年運輸省令第22号｡ 以下 ｢安全
規則｣ という｡) 第10条第１項の規定に基づき､ １に掲げる目的を達成するため､ ２に掲げる内容につ
いて､ ３に掲げる事項に配慮しつつ､ 貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車 (以下単に ｢事業
用自動車｣ という｡) の運転者に対する指導及び監督を毎年実施し､ その日時､ 場所及び内容並びに指導
及び監督を行った者及び受けた者を記録し､ かつ､ その記録を営業所において３年間保存するものとする｡

１. 目 的
事業用自動車の運転者は､ 大型の自動車を運転したり､ 多様な地理的､ 気象的状況の下で運転した
りすることから､ 道路の状況その他の運行の状況に関する判断及びその状況における運転について､
高度な能力が要求される｡ このため､ 貨物自動車運送事業者は､ 事業用自動車の運転者に対して継続
的かつ計画的に指導及び監督を行い､ 他の運転者の模範となるべき運転者を育成する必要がある｡ そ
こで､ 貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督は､ 貨物自
動車運送事業法 (平成元年法律第83号) その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識
のほか､ 事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得させる
ことを目的とする｡

�
事業用自動車を運転する場合の心構え
貨物自動車運送事業は公共的な輸送事業であり､ 貨物を安全､ 確実に輸送することが社会的使命で
あることを認識させるとともに､ 事業用自動車による交通事故の統計を説明すること等により､ 事業
用自動車による交通事故が社会に与える影響の大きさ及び事業用自動車の運転者の運転が他の自動車
の運転者の運転に与える影響の大きさ等を理解させ､ 事業用自動車の運行の安全を確保するとともに
他の自動車の運転者の模範となることが事業用自動車の運転者の使命であることを理解させる｡

�
事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
貨物自動車運送事業法､ 道路交通法 (昭和35年法律第105号) 及び道路運送車両法 (昭和26年法律

第185号) に基づき事業用自動車の運転者が遵守すべき事項を理解させる｡ また､ 当該事項から逸脱
した方法や姿勢による運転及び日常点検を怠ったことに起因する交通事故の事例､ 当該交通事故を引
き起こした貨物自動車運送事業者及び事業用自動車の運転者に対する処分並びに当該交通事故におけ
る加害者､ 被害者その他の関係者に与える心理的影響を説明すること等により､ 当該事項を遵守する
ことの重要性を理解させる｡

�
事業用自動車の構造上の特性
事業用自動車の車高､ 視野､ 死角､ 内輪差 (右左折する場合又はカーブを通行する場合に後輪が前
輪より内側を通ることをいう｡ 以下同じ｡) 及び制動距離等が他の車両と異なること並びに運搬中の
貨物が事業用自動車の運転に与える影響を確認させる｡ この場合において､ 牽引自動車及び被牽引自
動車を運行する場合においては､ 当該牽引自動車を運転するに当たって留意すべき事項を､ 当該被牽
引自動車によりコンテナを運搬する場合においては､ 当該コンテナを下部隅金具等により確実に緊締
しなければならないことを併せて理解させる｡ また､ これらを把握していなかったことに起因する交
通事故の事例を説明すること等により､ 事業用自動車の構造上の特性を把握することの必要性を確認
させる｡

�
貨物の正しい積載方法
道路法 (昭和27年法律第180号) その他の軸重の規制に関する法令に基づき運転者が遵守すべき事

項を理解させるとともに､ 偏荷重が生じないような貨物の積載方法及び運搬中に荷崩れが生じないよ
うな貨物の固縛方法を指導する｡ また､ 偏荷重が生じている場合､ 制動装置を操作したときに安定し
た姿勢で停止できないおそれがあること及びカーブを通行したときに遠心力により事業用自動車の傾
きが大きくなるおそれがあることを交通事故の事例を挙げるなどして理解､ 習得させる｡

２.指導及び監督の内容

国土交通省告示第1366号
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�
過積載の危険性
過積載に起因する交通事故の事例を説明すること等により､ 過積載が事業用自動車の制動距離､ 安
定性等に与える影響を理解させるとともに､ 過積載による運行を行った場合における貨物自動車運送
事業者､ 事業用自動車の運転者及び荷主に対する処分について理解させる｡

�
危険物を運搬する場合に留意すべき事項
危険物 (自動車事故報告規則 (昭和26年運輸省令第104号) 第２条第５号に規定するものをいう｡

以下同じ｡) を運搬する場合においては､ 危険物に該当する貨物の種類及び運搬する危険物の性状を
理解させるとともに､ 危険物を運搬する前に確認すべき事項並びに危険物の取扱い方法､ 積載方法及
び運搬方法について留意すべき事項を理解させる｡ また､ 運搬中に危険物が飛散又は漏えいした場合
に安全を確保するためにとるべき方法を指導し､ 習得させる｡ この場合において､ タンクローリによ
り危険物を運搬する場合にあっては､ これを安全に運搬するために留意すべき事項を理解させる｡

�
適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
① 当該貨物自動車運送事業に係る主な道路及び交通の状況をあらかじめ把握させるよう指導すると
ともに､ これらの状況を踏まえ､ 事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項を指導する｡
この場合､ 交通事故の事例又は自社の事業用自動車の運転者が運転中に他の自動車又は歩行者等と
衝突又は接触するおそれがあったと認識した事例 (いわゆる ｢ヒヤリ・ハット体験｣) を説明する
こと等により運転者に理解させる｡
② 道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号) 第２条､ 第４条又は第４条の２について同
令第55条の認定を受けた事業用自動車を運転させる場合及び道路法第47条の２第１項に規定する許
可又は道路交通法第57条第３項に規定する許可を受けて事業用自動車を運転させる場合は､ 安全に
通行できる経路としてあらかじめ設定した経路を通行するよう指導するとともに､ 当該経路におけ
る道路及び交通の状況を踏まえ､ 当該事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項を指導
し､ 理解させる｡

�
危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
強風､ 豪雪等の悪天候が運転に与える影響､ 右左折時における内輪差､ 直前､ 後方及び左側方の視
界の制約並びにジャックナイフ現象 (制動装置を操作したときに牽引自動車と被牽引自動車が連結部
分で折れ曲がり､ 安定性を失う現象をいう｡) 等の事業用自動車の運転に関して生ずる様々な危険に
ついて､ 危険予知訓練の手法等を用いて理解させるとともに､ 危険を予測し､ 回避するための自らへ
の注意喚起の手法として､ 指差し呼称及び安全呼称を行う習慣を体得させる｡ また､ 事故発生時､ 災
害発生時その他の緊急時における対応方法を理解させる｡

�
運転者の運転適性に応じた安全運転
適性診断その他の方法により運転者の特性を把握し､ 個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚
させる｡ また､ 運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行う｡

�
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
長時間連続運転等による過労､ 医薬品等の服用に伴い誘発される眠気及び飲酒等の生理的要因並び
に慣れ及び自分の運転技能への過信による集中力の欠如等の心理的要因が交通事故を引き起こすおそ
れがあることを事例を説明することにより理解させるとともに､ 貨物自動車運送事業者の事業用自動
車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準 (平成13年国土交通省告示第1365号) に基づく事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を理解させる｡ また､ 運転中に疲労や眠気を感じたときは運
転を中止し､ 休憩するか､ 又は睡眠をとるよう指導するとともに､ 飲酒運転､ 酒気帯び運転及び覚せ
い剤等の使用の禁止を徹底する｡

�
健康管理の重要性
疾病が交通事故の要因となるおそれがあることを事例を説明すること等により理解させ､ 定期的な
健康診断の結果､ 心理的な負担の程度を把握するための検査の結果等に基づいて生活習慣の改善を図
るなど適切な心身の健康管理を行うことの重要性を理解させる｡

�
安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車を運行する場合においては､ 当該装置の機能
への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることについて事例を説明すること
等により､ 当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる｡
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特定の運転者に対する特別な指導の指針

１. 事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間

死者又は重傷者 (自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は第３号に掲げる傷害を受けた者をいう｡)

を生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者 (同条第４号に掲げる傷害を受けた者をいう｡) を生

じた交通事故を引き起こし､ かつ､ 当該事故前の３年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者 (以

下 ｢事故惹起運転者｣ という｡)

① 事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等

事業用自動車の運行の安全を確保するため貨物自動車運送事業法その他の法令等に基づき運転者が遵

守すべき事項を再確認させる｡

② 交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策

交通事故の実例の分析を行い､ その要因となった運転行動上の問題点を把握させるとともに､ 事故の

再発を防止するために必要な事項を理解させる｡

③ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

交通事故を引き起こすおそれのある運転者の生理的及び心理的要因を理解させるとともに､ これらの

要因が事故につながらないようにするための対処方法を指導する｡

④ 交通事故を防止するために留意すべき事項

貨物自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて事業用自動車の運行の安全を

確保するために留意すべき事項を指導する｡

⑤ 危険の予測及び回避

危険予知訓練の手法等を用いて､ 道路及び交通の状況に応じて交通事故につながるおそれのある危険

を予測させ､ それを回避するための運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導する｡

⑥ 安全運転の実技

実際に事業用自動車を運転させ､ 道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導する｡

※ ①から⑤については合計６時間以上実施すること｡

※ ⑥については可能な限り実施することが望ましい｡

２. 初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間

安全規則第３条第１項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者 (当該貨物自動車

運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前３年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって

運転者として常時選任されたことがある者を除く｡ 以下 ｢初任運転者｣ という｡)

① 貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項､ 事業用自動車の運行の安全を

確保するために必要な運転に関する事項等について指導する｡ この場合において､ (２) 事業用自動車

の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項のうち日常点検に関する事項､ (３) 事業用自動

車の構造上の特性のうち事業用自動車の車高､ 視野､ 死角､ 内輪差及び制動距離等に関する事項並びに

(４) 貨物の正しい積載方法のうち貨物の積載方法及び固縛方法に関する事項については､ 実際に車両

を用いて指導する｡

※ 指導及び監督の内容の詳細については貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う

指導及び監督の指針参照
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適性診断は､ 貨物自動車運送事業輸送安全規則により､ 特定の運転者 (初任者､ 高齢者､ 事故を引き

起こしたドライバー) に対して義務づけられています｡

適性診断とは､ 運転者自身が気づかずにいる“運転上の特性(クセ)”を科学的に診断し､ その特性を

前提に安全運転に役立つようきめ細かなアドバイスを行うものです｡ 事業者は､ 該当する運転者に下記

の診断を受診させなければなりません｡

●適性診断で､ 運転手の心と身体の安全チェックを…｡

�� �� �� ��

◇輸送安全規則で義務づけられている適性診断内容 (貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条２項)

初初 任任 診診 断断
初任運転者及び運転者
として常時選任するた
めに雇い入れた者 (初
任運転者を除く｡) であっ
て当該貨物自動車運送
事業者において初めて
トラックに乗務する前
３年間に初任運転者の
ための適性診断を受診
した事がない者

適適 齢齢 診診 断断

65歳以上のドライバー

特特定定診診断断ⅠⅠ

死亡または重傷事故
を起こし､ かつ事故
前の１年間に交通事
故を起こしたことが
ない運転者

特特定定診診断断ⅡⅡ

死亡または重傷事故
を起こし､ かつ事故
前の１年間に交通事
故を起こした運転者

プロドライバーとし
ての自覚､ 事故の未
然防止のための運転
行動､ 安全運転指導｡

加齢による身体機能
の変化と運転行動へ
の影響､ 事故の未然
防止のための安全運
転指導｡

交通事故の状況､ 運
転経歴をもとに､ 交
通事故の再発防止に
必要な運転行動を指
導｡

専門委員が､ 受診者
の運転性向を明らか
にし､ 交通事故の再
発防止に必要な運転
行動を指導｡

●このほかに任意の適性診断として､ 下記の診断があります｡
�
一般診断……ドライバーの特性を科学的に診断

�
特別診断……交通事故の未然防止のための運転行動などを指導

詳細は下記にお問い合わせください｡
�
独立行政法人自動車事故対策機構福島支所 (

�
024-522-6626)

�
㈱富久山自動車教習所 (

�
024-922-8070)

�
㈱平中央自動車学校 (

�
0246-26-3429)

�
㈱南湖自動車学校 (

�
0120-075-255)

�
㈱タイヘイドライバーズスクール (

�
0120-024-623)

�
㈲保原自動車学校 (

�
024-575-2224)

＊特定診断Ⅰ…上記のほかに､ 軽傷者を生じた交通事故を起こし､ かつ事故前の３年間に交通事故を起こしたこと
がある運転手も対象となります｡

② 安全運転の実技

実際に事業用自動車を運転させ､ 道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法を添乗等により指導す

る｡

※ ①については合計15時間以上､ ②については合計20時間以上実施すること｡

３. 高齢運転者に対する特別な指導の内容

適性診断の結果を踏まえ､ 個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な

運転方法等について運転者が自ら考えるよう指導する｡
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適性診断受診証明書の発行方法

運転者の新規採用時における適性診断の確認にあたって､ 採用運転者が過去に初任診断を受診しているが

受診票紛失のため確認が取れない場合は､ 採用運転者本人が適性診断を受診した機関へ申し出を行えば証明

書を発行してくれます｡

※１ 証明書発行の際は､ 原則､ 採用運転者本人に各機関に出向いてもらい手続を行わせてください｡

※２ やむを得ない事情で､ 本人の手続きが困難であったり､ 出向くことができない場合は､ 各機関に問合

せのうえ指示を受けてください｡

― 30 ―

過去の適性診断受診が ｢自動車事故対策機構｣ の方については

証明書発行手続きの際､ 確認される書類及び必要書類

①申請書 (様式は自動車事故対策機構より入手)

②自動車運転免許証 (本人であるかの確認)

手続先 (手続方法等の詳細については下記までお問合せください｡)

自動車事故対策機構 福島支所

〒960-8031 福島市栄町７－33 トヨタビル８階 ＴＥＬ：０２４－５２２－６６２６

過去の適性診断受診が ｢富久山自動車学校｣､ ｢平中央自動車学校｣､ ｢南湖自動車学校｣､

｢タイヘイドライバーズスクール｣ の方については

証明書発行手続きの際､ 確認される書類

①自動車運転免許証 (本人であるかの確認)

手続先 (手続方法等の詳細については下記までお問合せください｡)

○富久山自動車学校

〒963-8061 郡山市富久山町福原字水穴１ ＴＥＬ：０２４－９２２－８０７０

○平中央自動車学校

〒973-8401 いわき市内郷小島町天ノ田15 ＴＥＬ：０２４６－２６－３４２９

○南湖自動車学校

〒961-0835 白河市白坂一里段６－236 ＴＥＬ：０１２０－０７５－２５５

○タイヘイドライバーズスクール

〒970-8022 いわき市平塩字古川１－１ ＴＥＬ：０１２０－０２４－６２３

○保原自動車学校

〒960-0653 伊達市保原町字泉町65 ＴＥＬ：０２４－５７５－２２２４
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初任運転者教育指導記録簿

指導修了確認欄　　　　　 年　　 月　　 日

＜安全運転の実技の添乗指導に際しての注意事項＞
　（1）高速道路、坂道、隘路、及び市街地等実際に運行する可能性のある経路において、道路、交通、時間帯及び

天候を踏まえて指導すること。
　（2）指導を20時間以上実施しても、安全な運転を行えると判断できない場合は、安全を確認できるまで継続して

指導を行うこと。

普通（現行）・5トン限定準中型・準中型・8トン限定中型・中型・大型・けん引・（　　　　）

フォークリフト技能講習修了・玉掛け・はい作業・小型移動式クレーン・（　　　　 ）

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日　　（　　　歳）

基礎的免許： 普通 ・ 準中型 ：　　　　　　年　　　月　　　日

最上位免許：（　　　　　　　）：　　　　　　年　　　月　　　日

（1）座学指導・実車指導 時間　　　分 ←様式１の合計

（2）外部研修施設で受講した座学講習 時間　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　 合　計 時間　　　分（15 時間以上）

（1）安全運転の実技の添乗指導 時間　　　分 ←様式２の累計

（2）外部研修施設（自動車教習所等）での実習 時間　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　 合　計　　 時間　　　分（20 時間以上）

座
学
・
実
車

安
全
運
転

上記の通り指導を受けました。

　　　　　　年　　　月　　　日

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署・捺印）

【３年間保存】

１. 運 転 者 氏 名

２. 所 属 営 業 所

３. 採 用 年 月 日

４. 雇入時健康診断受診年月日

５. 適性診断（初任）受診年月日

６. 運転者選任年月日

７. 生年月日（選任時年齢）

８. 運 転 免 許 の 種 類

９. 運転免許の取得年月日

10. そ の 他 の 資 格

11. 指 導 時 間 の 内 訳

 

12. 運 転 者 の 署 名
（指導終了後に記入）

※外部研修施設実施分に
ついては、カリキュラム
及び修了証等を添付

（公社）全日本トラック協会 参考様式

「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針（平成13年国土
交通省告示第1366号）」（平成29年3月改正）に対応

印

（12031701）
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（様式１）

印 印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

指導項目
※項目番号に○印

実施場所※2指導用資料※1 指導実施者印 運行管理者
確認印正味指導時間指導実施日・時間

合計 時間　　分

指 導 項 目
トラックを運転する場合の心構え
トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
トラックの構造上の特性
貨物の正しい積載方法
過積載の危険性
危険物を運搬する場合に留意すべき事項
適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
運転者の運転適性に応じた安全運転
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
健康管理の重要性
安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法
積載方法 積付け、固縛、偏荷重・荷崩れ防止、資材・機材
日常点検 運転席での点検、エンジンルームの点検、車周りからの点検
トラックの構造上の特性 車高、車長、車幅、死角、オーバーハング
① 実車に同乗（助手席）させての指導（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
②
③
④
⑤

座学指導

実車を用いた指導

個別指導

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
C

個

１．一般的な指導項目（社内指導）

 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　

※１指導用資料：全ト協「事業用トラックドライバー研修テキスト」使用の場合は、分冊番号を記載。左記以外については、写し等を添付すること。
※２○○営業所、会議室、研修室、応接室などを記載。

運転者氏名

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

（12031701）
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運行管理者確認印

　　　　　　年　　月　　日　　 ：　　～　　：　　　正味指導時間　　　　時間　　分　累計　　　　時間　　分添乗指導日

運転者氏名 使用車種 添乗指導者

第　　　日目

※①：不適切　②：やや不適切　③：おおむね適切　④：適切　⑤：きわめて適切
※「安全な運転を行えるとの判断の目安」：平均点が４点以上で、かつ全てが３点以上であること。

制服を正しく着用しているか
ヘルメット・安全靴等の保護具は着用しているか
運行前点検は適切か
点呼での申告は適切か
乗車前、トラックの周囲を確認しているか
積荷はしっかりと固縛されているのを確認したか
積載重量を確認したか（過積載になっていないか）
偏荷重になっていないことを確認したか
乗車方法は適切か
正しくハンドルを持っているか
座面に深く腰掛け、体が前後に傾斜していないか
ブレーキペダルが目一杯踏み込める姿勢になっているか
シートベルトは正しく着用しているか
車内の４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）はできているか
ハンドルを握ってエンジンをかけているか
急発進はしていないか
左右、前後を確認しているか
空ぶかしはしていないか
車間距離を十分にとっているか
適切なシフトギアを選んでいるか
急ハンドルはしていないか
横断歩道の手前で歩行者に注意をはらっているか
自転車・バイクの追い越し方は適切か
駐車中車両の追い越し方は適切か
歩行者の側方の通過は適切か
ふらつきはないか
カーブ走行時のハンドル操作は適切か
カーブ走行時の減速は適切か
進路変更時の合図の時期は適切か
呼称運転をしているか
黄色信号では原則として停止しているか
交差点の手前で減速しているか
右折時、直進車や横断歩道の確認をしているか
左折時、後方・側方の確認をしているか
右左折時の軌道は適切か
リア・オーバーハングに注意しているか
十分に徐行しているか
右左折時の合図の時期は適切か
赤信号での見込み発進はしていないか
急停車はしていないか
早めのブレーキ操作をしているか
エンジンブレーキを適切に使用しているか
一時停止場所では、確実に停止しているか
停車時の車間距離は適切か
降車方法は適切か
後退する前に安全確認をしているか
サイドミラーでの確認は適切か
窓をあけて目視で確認しているか
最徐行で後退しているか
運行状況の報告は適切か

指　導　項　目 評　価　点 コメント

服装等

乗務前

運転姿勢

発　進

走　行

交差点

停　車

後　退

乗務終了

（様式２）

印

1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5

小計 → 合計　　　　点（250点満点）

（12031701）

２．安全運転の実技の添乗指導項目（社内指導）
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運行管理者確認印

運転者氏名 使用車種 添乗指導者

３．特別添乗指導項目
（様式３）

印

　　　　　　年　　月　　日添乗指導日

※①：不適切　②：やや不適切　③：おおむね適切　④：適切　⑤：きわめて適切
※特別な条件での走行時に指導する。安全運転の実技の添乗指導の際に、併用して指導するため、本票は指導時間の累計には含めない。

（12031701）

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

指　導　項　目 評　価 コメント

手前で一旦停止をしているか

 信号機の確認、左右の確認は適切か

 窓を開けて音を聞いているか

 踏切の前方の余地を確認して進入しているか

 変速せずに通過しているか

 早めの点灯を行ったか

 ヘッドライトは上向きを基本としているか

 ヘッドライトの下向きへの切り替えは適切か

 通常よりも速度を落として走行しているか

 通常よりも車間距離を多くとっているか

 ヘッドライトが照らさない死角部分をしっかりと確認
できているか

 ヘッドライトの照射範囲に応じた速度で走行しているか

 
通常よりも速度を落として走行しているか

 通常よりも車間距離を多くとっているか

 歩行者や自転車に配慮した運転をしているか

 水たまり等の通過時、減速しているか

 スリップの原因となる急ハンドルや急ブレーキをして
いないか

 通常よりも速度を落として走行しているか

 通常よりも車間距離を多くとっているか

 タイヤチェーンは適切に装着しているか

 降雪地域走行時の必需品は携行しているか

 早めのブレーキ操作をしているか

 スリップの原因となる急ハンドルや急ブレーキをして
いないか
 歩行者や自転車の側方通過時に、速度を落とし、間隔
を十分にとっているか

 交差点や信号手前で早めに減速しているか

 路面凍結の恐れのある場所では、より減速しているか

踏切

夜間

雨天

降雪
・
積雪
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1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

指　導　項　目 評　価 コメント

発　進

走　行

減　速

停　止

その他

４．エコドライブ添乗指導項目

※①：不適切　②：やや不適切　③：おおむね適切　④：適切　⑤：きわめて適切
※エコドライブの取組を理解させる。安全運転の実技の添乗指導の際に、併用して指導するため、本票は指導時間の累計には含めない。

エンジン始動時にアクセルを踏み込まないようにし
ている
発進時のアクセルは、やさしく踏み増すようにして
いる
前方の交通状況を把握して、加速しすぎないように
している
加速と減速を繰り返す「波状運転」はせず、一定の
速度で走るようにしている
先の交通状況や道路状況を把握して、早めに対処す
る「予知運転」を行っている
エンジンの回転数が上がりすぎないように注意して
いる

車間距離に余裕を持って走行している

同じ速度であれば、高めのギアで走行するなど、早
めにシフトアップを行っている
シフトアップは、グリーンゾーン回転の範囲内で行
っている
加速が必要な時も、アクセルはやさしく踏み増すよ
うにしている
赤信号や停車位置が分かったら、早めにアクセルを離
し、エンジンブレーキを使って惰力走行を行っている
減速や坂道を下る時は、エンジンブレーキを使って
惰力走行を行っている
排気ブレーキを常に使用していると波状運転になり
やすいので、道路状況に応じて使用している
待ち合わせや荷物の積み下ろしのために駐停車する
際は、アイドリングストップを行っている

エンジンをかけたら、すぐに出発するようにしている

エアコンは、気象条件に応じて、こまめに温度・風
量の調節を行っている

不要な荷物は積まないようにしている

タイヤの空気圧を適正に保つため、確実な点検・整
備を行っている
エアフィルターが目詰まりしていないか、定期的に
点検を行っている
エンジンオイルの量が、オイルレベル・ゲージの範囲
内にあるか点検するとともに、定期的に交換している
出発する前に、行き先までの走行ルートを地図など
を利用して計画・準備している
道路交通情報をチェックして、渋滞や道路障害等の
チェックを行っている
路上駐車など、交通渋滞を招くおそれのある違法駐
車はしないようにしている

（様式４）

運転者氏名 使用車種 添乗指導者 印

　　　　　　年　　月　　日添乗指導日

（12031701）

運行管理者確認印
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初任運転者教育指導記録簿

指導修了確認欄　　　　　 年　　 月　　 日

＜安全運転の実技の添乗指導に際しての注意事項＞
　（1）高速道路、坂道、隘路、及び市街地等実際に運行する可能性のある経路において、道路、交通、時間帯及び

天候を踏まえて指導すること。
　（2）指導を20時間以上実施しても、安全な運転を行えると判断できない場合は、安全を確認できるまで継続して

指導を行うこと。

普通（現行）・5トン限定準中型・準中型・8トン限定中型・中型・大型・けん引・（　　　　）

フォークリフト技能講習修了・玉掛け・はい作業・小型移動式クレーン・（　　　　 ）

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　年　　　月　　　日　　（　　　歳）

基礎的免許： 普通 ・ 準中型 ：　　　　　　年　　　月　　　日

最上位免許：（　　　　　　　）：　　　　　　年　　　月　　　日

（1）座学指導・実車指導 時間　　　分 ←様式１の合計

（2）外部研修施設で受講した座学講習 時間　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　 合　計 時間　　　分（15 時間以上）

（1）安全運転の実技の添乗指導 時間　　　分 ←様式２の累計

（2）外部研修施設（自動車教習所等）での実習 時間　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　 合　計　　 時間　　　分（20 時間以上）

座
学
・
実
車

安
全
運
転

上記の通り指導を受けました。

　　　　　　年　　　月　　　日

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署・捺印）

【３年間保存】

１. 運 転 者 氏 名

２. 所 属 営 業 所

３. 採 用 年 月 日

４. 雇入時健康診断受診年月日

５. 適性診断（初任）受診年月日

６. 運転者選任年月日

７. 生年月日（選任時年齢）

８. 運 転 免 許 の 種 類

９. 運転免許の取得年月日

10. そ の 他 の 資 格

11. 指 導 時 間 の 内 訳

 

12. 運 転 者 の 署 名
（指導終了後に記入）

※外部研修施設実施分に
ついては、カリキュラム
及び修了証等を添付

（公社）全日本トラック協会 参考様式

「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針（平成13年国土
交通省告示第1366号）」（平成29年3月改正）に対応

印

（12031701）

田
中

高
橋

鈴
木

佐
藤

東
京
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（様式１）

印 印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

印

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

指導項目
※項目番号に○印

実施場所※2指導用資料※1 指導実施者印 運行管理者
確認印正味指導時間指導実施日・時間

合計 時間　　分

指 導 項 目
トラックを運転する場合の心構え
トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
トラックの構造上の特性
貨物の正しい積載方法
過積載の危険性
危険物を運搬する場合に留意すべき事項
適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
運転者の運転適性に応じた安全運転
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法
健康管理の重要性
安全性の向上を図るための装置を備えるトラックの適切な運転方法
積載方法 積付け、固縛、偏荷重・荷崩れ防止、資材・機材
日常点検 運転席での点検、エンジンルームの点検、車周りからの点検
トラックの構造上の特性 車高、車長、車幅、死角、オーバーハング
① 実車に同乗（助手席）させての指導（内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
②
③
④
⑤

座学指導

実車を用いた指導

個別指導

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
B
C

個

１．一般的な指導項目（社内指導）

 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　
 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12
 A B C 個－　

※１指導用資料：全ト協「事業用トラックドライバー研修テキスト」使用の場合は、分冊番号を記載。左記以外については、写し等を添付すること。
※２○○営業所、会議室、研修室、応接室などを記載。

運転者氏名

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

時間　　分

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

　　　　年　　月　　日

（ 　 ： 　 ～ 　 ： 　 ）

（12031701）

田
中

田
中

田
中

田
中

田
中

田
中

田
中

田
中

田
中

渡
辺

渡
辺

渡
辺

山
本

中
村

中
村

伊
藤

伊
藤

伊
藤

下記の「指導項目」から、指導
した項目の番号等を○で囲む。

各社個別の指導については、
具体的な内容を記載する。

休憩時間は除く。

全ト協の所定の研修テキスト以外を使用
した場合は、資料の写しを添付する。
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運行管理者確認印

　　　　　　年　　月　　日　　 ：　　～　　：　　　正味指導時間　　　　時間　　分　累計　　　　時間　　分添乗指導日

運転者氏名 使用車種 添乗指導者

第　　　日目

※①：不適切　②：やや不適切　③：おおむね適切　④：適切　⑤：きわめて適切
※「安全な運転を行えるとの判断の目安」：平均点が４点以上で、かつ全てが３点以上であること。

制服を正しく着用しているか
ヘルメット・安全靴等の保護具は着用しているか
運行前点検は適切か
点呼での申告は適切か
乗車前、トラックの周囲を確認しているか
積荷はしっかりと固縛されているのを確認したか
積載重量を確認したか（過積載になっていないか）
偏荷重になっていないことを確認したか
乗車方法は適切か
正しくハンドルを持っているか
座面に深く腰掛け、体が前後に傾斜していないか
ブレーキペダルが目一杯踏み込める姿勢になっているか
シートベルトは正しく着用しているか
車内の４Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔）はできているか
ハンドルを握ってエンジンをかけているか
急発進はしていないか
左右、前後を確認しているか
空ぶかしはしていないか
車間距離を十分にとっているか
適切なシフトギアを選んでいるか
急ハンドルはしていないか
横断歩道の手前で歩行者に注意をはらっているか
自転車・バイクの追い越し方は適切か
駐車中車両の追い越し方は適切か
歩行者の側方の通過は適切か
ふらつきはないか
カーブ走行時のハンドル操作は適切か
カーブ走行時の減速は適切か
進路変更時の合図の時期は適切か
呼称運転をしているか
黄色信号では原則として停止しているか
交差点の手前で減速しているか
右折時、直進車や横断歩道の確認をしているか
左折時、後方・側方の確認をしているか
右左折時の軌道は適切か
リア・オーバーハングに注意しているか
十分に徐行しているか
右左折時の合図の時期は適切か
赤信号での見込み発進はしていないか
急停車はしていないか
早めのブレーキ操作をしているか
エンジンブレーキを適切に使用しているか
一時停止場所では、確実に停止しているか
停車時の車間距離は適切か
降車方法は適切か
後退する前に安全確認をしているか
サイドミラーでの確認は適切か
窓をあけて目視で確認しているか
最徐行で後退しているか
運行状況の報告は適切か

指　導　項　目 評　価　点 コメント

服装等

乗務前

運転姿勢

発　進

走　行

交差点

停　車

後　退

乗務終了

（様式２）

印

1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5
1 　 2 　 3 　 4 　 5

小計 → 合計　　　　点（250点満点）

（12031701）

２．安全運転の実技の添乗指導項目（社内指導） 田
中

中
村

１点、２点が無く、かつ、合計
が200点以上で「合格」とする。
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運行管理者確認印

運転者氏名 使用車種 添乗指導者

３．特別添乗指導項目
（様式３）

印

　　　　　　年　　月　　日添乗指導日

※①：不適切　②：やや不適切　③：おおむね適切　④：適切　⑤：きわめて適切
※特別な条件での走行時に指導する。安全運転の実技の添乗指導の際に、併用して指導するため、本票は指導時間の累計には含めない。

（12031701）

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

指　導　項　目 評　価 コメント

手前で一旦停止をしているか

 信号機の確認、左右の確認は適切か

 窓を開けて音を聞いているか

 踏切の前方の余地を確認して進入しているか

 変速せずに通過しているか

 早めの点灯を行ったか

 ヘッドライトは上向きを基本としているか

 ヘッドライトの下向きへの切り替えは適切か

 通常よりも速度を落として走行しているか

 通常よりも車間距離を多くとっているか

 ヘッドライトが照らさない死角部分をしっかりと確認
できているか

 ヘッドライトの照射範囲に応じた速度で走行しているか

 
通常よりも速度を落として走行しているか

 通常よりも車間距離を多くとっているか

 歩行者や自転車に配慮した運転をしているか

 水たまり等の通過時、減速しているか

 スリップの原因となる急ハンドルや急ブレーキをして
いないか

 通常よりも速度を落として走行しているか

 通常よりも車間距離を多くとっているか

 タイヤチェーンは適切に装着しているか

 降雪地域走行時の必需品は携行しているか

 早めのブレーキ操作をしているか

 スリップの原因となる急ハンドルや急ブレーキをして
いないか
 歩行者や自転車の側方通過時に、速度を落とし、間隔
を十分にとっているか

 交差点や信号手前で早めに減速しているか

 路面凍結の恐れのある場所では、より減速しているか

踏切

夜間

雨天

降雪
・
積雪

田
中

中
村

夜間や雨天走行、踏切通過など特別な
条件での走行時において様式２の指導
に加えて、本票も活用して指導する。
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1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

1　2　3　4　5

指　導　項　目 評　価 コメント

発　進

走　行

減　速

停　止

その他

４．エコドライブ添乗指導項目

※①：不適切　②：やや不適切　③：おおむね適切　④：適切　⑤：きわめて適切
※エコドライブの取組を理解させる。安全運転の実技の添乗指導の際に、併用して指導するため、本票は指導時間の累計には含めない。

エンジン始動時にアクセルを踏み込まないようにし
ている
発進時のアクセルは、やさしく踏み増すようにして
いる
前方の交通状況を把握して、加速しすぎないように
している
加速と減速を繰り返す「波状運転」はせず、一定の
速度で走るようにしている
先の交通状況や道路状況を把握して、早めに対処す
る「予知運転」を行っている
エンジンの回転数が上がりすぎないように注意して
いる

車間距離に余裕を持って走行している

同じ速度であれば、高めのギアで走行するなど、早
めにシフトアップを行っている
シフトアップは、グリーンゾーン回転の範囲内で行
っている
加速が必要な時も、アクセルはやさしく踏み増すよ
うにしている
赤信号や停車位置が分かったら、早めにアクセルを離
し、エンジンブレーキを使って惰力走行を行っている
減速や坂道を下る時は、エンジンブレーキを使って
惰力走行を行っている
排気ブレーキを常に使用していると波状運転になり
やすいので、道路状況に応じて使用している
待ち合わせや荷物の積み下ろしのために駐停車する
際は、アイドリングストップを行っている

エンジンをかけたら、すぐに出発するようにしている

エアコンは、気象条件に応じて、こまめに温度・風
量の調節を行っている

不要な荷物は積まないようにしている

タイヤの空気圧を適正に保つため、確実な点検・整
備を行っている
エアフィルターが目詰まりしていないか、定期的に
点検を行っている
エンジンオイルの量が、オイルレベル・ゲージの範囲
内にあるか点検するとともに、定期的に交換している
出発する前に、行き先までの走行ルートを地図など
を利用して計画・準備している
道路交通情報をチェックして、渋滞や道路障害等の
チェックを行っている
路上駐車など、交通渋滞を招くおそれのある違法駐
車はしないようにしている

（様式４）

運転者氏名 使用車種 添乗指導者 印

　　　　　　年　　月　　日添乗指導日

（12031701）

運行管理者確認印

田
中

中
村
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運転者台帳を作成し営業所に備えおくこと｡ (輸送安全規則第９条の４)

運転者台帳に記録しなければならない事項は次のとおりです｡
また､ 運転者でなくなってから３年間は台帳を保存しておくこと｡
１. 作成番号及び作成年月日
２. 事業者の氏名又は名称
３. 運転者の氏名､ 生年月日及び住所
４. 雇い入れの年月日及び運転者に選任した年月日
５. 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
�
運転免許証の番号及び有効期間

�
運転免許の年月日及び種類

�
運転免許に条件が付されている場合は､ 当該条件

６. 事故を引き起こした場合又は道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は､ その概要
７. 運転者の健康状態
８. 第10条第２項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
９. 運転者台帳の作成前６ヶ月以内に撮影した単独､ 上三分身､ 無帽､ 正面､ 無背景の写真

運転者台帳の管理は
運転者台帳 ＋ 健康診断票 ＋ 適性診断受診票 ＋ 運転記録証明書 ＋ 免許証写し ＋ 履歴書

１セットで保存しておくと､ 運転者の状況がつぶさに確認できる！
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《整備管理関係》

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第13条 (点検整備)

貨物自動車運送事業者は､ 道路運送車両法の規定によるもののほか､ 事業用自動車の点検及び整備

について､ 次に掲げる事項を遵守しなければならない｡

�
事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況､ 走行距離その他事業用自動車の使用の

条件を考慮して､ 定期に行う点検の基準を作成し､ これに基づいて点検をし､ 必要な整備をする

こと｡

�
前号の点検及び整備をしたときは､ 道路運送車両法第49条の規定に準じて､ 点検及び整備に関す

る記録簿に記載し､ これを保存すること｡

道路運送車両法

第47条 (使用者の点検及び整備の義務)

自動車の使用者は､ 自動車の点検をし､ 及び必要に応じ整備をすることにより､ 当該自動車を保安

基準に適合するように維持しなければならない｡

第47条の２ (日常点検整備)

自動車の使用者は､ 自動車の走行距離､ 運行時の状態等から判断した適切な時期に､ 国土交通省令

で定める技術上の基準により､ 灯火装置の点灯､ 制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項に

ついて､ 目視等により自動車を点検しなければならない｡

２ 次条第１項第１号及び第２号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行するものは､ 前項

の規定にかかわらず､ １日１回､ その運行の開始前において､ 同項の規定による点検をしなければな

らない｡

３ 自動車の使用者は､ 前２項の規定による点検の結果､ 当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそ

れがある状態又は適合しない状態にあるときは､ 保安基準に適合させるために当該自動車について必

要な整備をしなければならない｡

第48条 (定期点検整備)

自動車の使用者は､ 次の各号に掲げる自動車について､ それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに､ 点

検の時期及び自動車の種別､ 用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検し

なければならない｡

�
自動車運送事業の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車 ３月
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○ 整備管理者の業務および制度の運用
○ 整備管理規程
○ 日常点検基準､ 順序
○ 定期点検基準
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第50条 (整備管理者)

自動車の使用者は､ 自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため､

自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると求められる車両総重量８トン以上の自動

車その他の国土交通省令で定める自動車であって国土交通省令で定める台数以上のものの使用の本拠

ごとに､ 自動車の点検及び整備に関する実務の経験その他について国土交通省令で定める一定の要件

を備える者のうちから､ 整備管理者を選任しなければならない｡

２ 前項の規定により整備管理者を選任しなければならない者 (以下 ｢大型自動車使用者等｣という｡)

は､ 整備管理者に対し､ その職務の執行に必要な権限を与えなければならない｡

道路運送車両法施行規則

第32条 (整備管理者の権限等)

法第50条第２項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は､ 次のとおりとする｡

�
法第47条の２第１項及び第２項に規定する日常点検の実施方法を定めること｡

�
前号の点検の結果に基づき､ 運行の可否を決定すること｡

�
法第48条第１項に規定する定期点検を実施すること｡

�
第１号及び前号の点検のほか､ 随時必要な点検を実施すること｡

�
第１号､ 第３号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること｡

�
第３号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること｡

�
法第49条第１項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること｡

�
自動車車庫を管理すること｡

�
前各号に掲げる事項を処理するため､ 運転者､ 整備員その他の者を指導し､ 又は監督すること｡

２ 整備管理者は､ 前項各号に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め､ これに基づき､ その

業務を行わなければならない｡

自動車点検基準 (平成12年11月29日運輸省令第39号)

第４条 (点検整備記録簿の記載事項)

道路運送車両法第49条第１項第５号の国土交通省令で定める事項は､ 次のとおりとする｡

�
登録自動車にあっては自動車登録番号､ 法第60条第１項後段の車両番号の指定を受けた自動車に

あっては車両番号､ その他の自動車にあっては車台番号

�
点検又は分解整備時の総走行距離

�
点検又は整備を実施した者の氏名又は名称及び住所 (点検又は整備を実施した者が使用者と同一

のものである場合にあっては､ その者の氏名又は名称)

２ 点検整備記録簿の保存期間は､ その記載の日から､ 道路運送車両法第48条
�
に掲げる自動車にあっ

ては１年間とする｡
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１. 整備管理者の業務 (道路運送車両法第50条)

① 日常点検実施方法を定め､ 実施する｡ または運転者等に実施させる

② 日常点検の実施結果に基づき､ 自動車の運行の可否を決定する

③ 定期点検について実施方法を定め､ 実施する｡ または整備工場等に実施させる

④ 日常点検および定期点検以外の随時必要な点検を実施する｡ その結果､ 必要な整備を実施する

⑤ 定期点検または必要な整備の実施計画を定める

⑥ 点検整備記録簿その他記録簿の管理

⑦ 自動車車庫の管理

⑧ 全各項の業務を処理するため､ 運転者および整備要員の指導監督

⑨ 整備管理規程の策定

２. 整備管理者の資格要件

① 自動車整備士技能検定に合格した者

② 整備点検に関する２年間の実務経験および選任前研修の修了者

３. 選任後研修

道路運送車両法第50条の規程により選任した整備管理者について研修を受けさせる (２年に１回)

４. 整備管理者の解任

① 整備不良が主な原因となる事故が発生した場合

ア. 日常点検整備､ 定期点検整備等が適切に行われていないとき

イ. 整備管理規程に基づく業務を適切に行われていないとき

② 整備管理者が不正改造を行っていたとき､ 不正改造を指示､ 容認した場合

③ 選任届の内容に虚偽があった場合

④ 整備管理規程が実際の業務に即していない等､ 整備管理業務の遂行状態が著しく不適切な場合

ア. 日常点検結果に基づく運行の可否決定を全く行わないとき

イ. 複数の車両について１年以上定期点検を行わないとき

５. その他

○外部委託の禁止

※一定条件を満たし､同一企業内と同等とみなされるグループ企業においては､例外的に外部委託が可能

○補助者の明確化⇒整備管理者が一時的に不在の時､ 一定の条件の下､ 補助者に 一定の業務 を負わせる

ことが出来る

運行の可否決定､ 日常点検の実施の指導等日常点検に係る業務に限る

ア. 補助者は整備管理者としての資格要件を満たす者または選任前研修の内容を教育した者から選任し､

整備管理規程の内容について教育を行う

イ. 補助者に対し選任後研修の内容等の教育等を適切な時期に実施する

○記録の営業所への保管⇒営業所において 点検整備の記録を保存 するよう努める

定期点検､ 日常点検の記録
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●毎回点検する項目 △適切な時期に点検する項目 □エア・ブレーキ車の点検項目

１. 点検前に
●前日までの異常箇所をチェック

２. 車のまわりを一周しながら
●タイヤの空気圧をチェック
●タイヤの亀裂・損傷・異常摩耗をチェック
●ディスク・ホイールの取り付け状態
△タイヤの溝の深さをチェック
△冷却水量をチェック
●ブレーキ液量をチェック
△エンジン・オイル量をチェック
△バッテリー液量をチェック
□エア・タンクの凝水をチェック

３. キャブをティルトして
△ファン・ベルトの張り
・損傷をチェック

４. キャブをおろして運転席に座って
●パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろをチェック
△ウィンド・ウォッシャの液量・噴射状態をチェック
△ワイパの拭き取り状態をチェック

５. エンジンを始動して
△エンジンのかかり具合・異音をチェック
△エンジンの低速・加速の状態をチェック
□空気圧の上昇具合をチェック
●ランプ類の点灯・点滅､ 汚れ､ 損傷状態を
チェック

●ブレーキ・ペダルの踏みしろ・きき具合を
チェック

□ブレーキ・バルブからの異音をチェック
●ブレーキ・チァンバのロッドのストローク
をチェック
ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
をチェック

日
常

点
検

表
年

月
日

登
録
番
号

又
は
車
番

号

運
転
者
名

点
検
時
刻

時
分

管 理 者

運 行
印

管 理 者

整 備
印

運
行
の
可
否

(○
で
囲
む
)
可

否
条
件
可

順
序

点
検
箇
所

点
検
内
容

良
･否

不
良
箇
所
及
び
そ
の
処
置

運 転 者 席 ①

※
燃

料
量

※
ウ
イ
ン
ド
ウ
ウ
ォ
ッ
シ
ャ
ー

及
び
ワ
イ
パ
ー

液
量
・
噴
射
状
態

払
拭

状
態

ブ
レ
ー
キ
ペ
ダ
ル

踏
み
し
ろ
・
き
き
具
合

ブ
レ
ー
キ
レ
バ
ー

引
き

し
ろ

エ
ア
・
ブ
レ
ー
キ

空
気
圧
力
の
上
が
り
具
合

排
気
音
の
正
常

※
ブ
レ
ー
キ
･
チ
ャ
ン
バ
の
ロ
ッ
ド
の
ス
ト
ロ
ー
ク

ブ
レ
ー
キ
･
ド
ラ
ム
と
ラ
イ
ニ
ン
グ
と
の
す
き
間

方
向

指
示

器
作

用
後
写
鏡
及
び
反
射
鏡

写
影

前 部 ②

※
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー

水
の
量
・
も
れ

※
フ
ァ
ン
ベ
ル
ト

張
り
具
合
・
損
傷

※
エ
ン
ジ
ン
・
オ
イ
ル

液
量

･
汚

れ
※
バ
ッ
テ
リ
ー

液
量

※
原

動
機

か
か
り
具
合
・
異
音

低
速
及
び
加
速

ブ
レ
ー
キ
・
オ
イ
ル

液
量

灯
火
装
置
・
方
向
指
示
器

登
録

番
号

標
点
灯
・
点
滅
具
合

汚
れ

・
損

傷

タ
イ

ヤ
空
気
圧
･磨
耗
･損
傷
･き
裂
･溝
の
深
さ

(冬
用
タ
イ
ヤ
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の

露
出
の
有
無
)･
異
物
の
は
さ
ま
り
等

点
検
順
序

デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
り
付
け
状
態

エ
ア
・
タ
ン
ク

凝
水
・
空
気
圧
力

後 部 ③

タ
イ

ヤ
(
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
)

空
気
圧
･磨
耗
･損
傷
･き
裂
･溝
の
深
さ

(冬
用
タ
イ
ヤ
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の

露
出
の
有
無
)･
異
物
の
は
さ
ま
り
等

デ
ィ
ス
ク
・
ホ
イ
ー
ル
の
取
り
付
け
状
態

灯
火
装
置
・
方
向
指
示
器

登
録
番
号
標
・
反
射
器

点
灯
・
点
滅
具
合

汚
れ

・
損

傷

そ の 他 ④

運
行

記
録

計
そ

の
他

計
器

チ
ャ
ー
ト
紙
装
置
・
作
用

非
常
信
号
用
具

有
・

無
自
動
車
検
査
証
・
保
険
証

有
・

無
運
行
に
お
い
て
異
状
が
認
め
ら
れ
た
箇
所

異
状
の
有
・
無

(
)

※
印
の
点
検
は
､
当
該
自
動
車
の
走
行
距
離
､
運
行
時
の
状
態
等
か
ら
判
断
し
た
適
切
な
時
期
に
行
う
こ
と
で
足
り
る
｡

④

② ③

良 レ
否 ×

①

日常点検基準､ 順序

日常点検は､ 効率の良い方法で行えば､ 決して面倒なものではない｡ 次の順序で実施すること｡

泊運行時の場合､ ２日目以降も実施すること｡
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《労務管理関係》

労働安全衛生法

第66条 (健康診断)
事業者は､ 労働者に対し､ 厚生労働省令で定めるところにより､ 医師による健康診断を行わなけれ
ばならない｡
２～４ (略)
５ 労働者は､ 前各項の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない｡ ただし､ 事業者の
指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において､ 他の医師又は歯
科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け､ その結果を証明する書面を事
業者に提出したときは､ この限りでない｡
第66条の３ (健康診断の結果の記録)
事業者は､ 厚生労働省令で定めるところにより､ 第１項から第４項まで及び前項ただし書きの規定
による健康診断の結果を記録しておかなければならない｡

労働安全衛生規則

第43条 (雇入時の健康診断)
事業者は､ 常時使用する労働者を雇い入れるときは､ 当該労働者に対し､ 次の項目について医師に
よる健康診断を行わなければならない｡ ただし､ 医師による健康診断を受けた後､ ３月を経過しない
者を雇い入れる場合において､ その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは､ 当該
健康診断の項目に相当する項目については､ この限りでない｡

�
～
�

(略)
第44条 (定期健康診断)

事業者は､ 常時使用する労働者 (第45条第１項に規定する労働者を除く｡) に対し､ １年以内ごと
に１回､ 定期に､ 次の項目について医師による健康診断を行わなければならない｡

�
～
�

(略)
２～５ (略)
第45条 (特定業務従事者の健康診断)
事業者は､ 第13条第１項第２項に掲げる業務に常時従事する労働者に対し､ 当該業務への配置替え
の際及び６月以内ごとに１回､ 定期に､ 第44条第１項各号に掲げる項目について医師による健康診断
を行わなければならない｡ この場合において､ 同項第４号の項目については､ １年以内ごとに１回､
定期に､ 行えば足りるものとする｡
２～４ (略)
第51条 (健康診断結果の記録の作成)
事業者は､ 第43条､ 第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断又は法第66条第４項の規定に
よる指示を受けて行った健康診断 (同条第５項ただし書きの場合において当該労働者が受けた健康診
断を含む｡ 次条において ｢第43条等の健康診断｣ という｡) の結果に基づき､ 健康診断個人票を作成
して､ これを５年間保存しなければならない｡

○ 運転者の労働時間等の改善基準
○ 乗務実績管理表
○ 健康診断の実施
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労働基準法

第35条 (休日)
使用者は､ 労働者に対して､ 毎週少くとも一回の休日を与えなければならない｡

○２ 前項の規定は､ ４週間を通じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない｡
第36条 (時間外及び休日の労働)
使用者は､ 当該事業場に､ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合､
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面によ
る協定をし､ 厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては､ 第32条
から第32条の５まで若しくは第40条の労働時間 (以下この条において ｢労働時間｣ という｡) 又は前
条の休日 (以下この条において ｢休日｣ という｡) に関する規定にかかわらず､ その協定で定めると
ころによって労働時間を延長し､ 又は休日に労働させることができる｡
第39条 (年次有給休暇)
○７ 使用者は､ 第１項から第３項までの規定による有給休暇 (これらの規定により使用者が与えなけ
ればならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る｡ 以下この項及び次項
において同じ｡) の日数のうち５日については､ 基準日 (継続勤務した期間を６箇月経過日から１
年ごとに区分した各期間 (最後に１年未満の期間を生じたときは､ 当該期間) の初日をいう｡ 以下
この項において同じ｡) から１年以内の期間に､ 労働者ごとにその時季を定めることにより与えな
ければならない｡ ただし､ 第１項から第３項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準
日より前の日から与えることとしたときは､ 厚生労働省令で定めるところにより､ 労働者ごとにそ
の時季を定めることにより与えなければならない｡

第89条 (作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は､ 次に掲げる事項について就業規則を作成し､ 行政官庁
に届け出なければならない｡ 次に掲げる事項を変更した場合においても､ 同様とする｡

�
始業及び終業の時刻､ 休憩時間､ 休日､ 休暇並びに労働者を２組以上に分けて交替に就業させる
場合においては就業時転換に関する事項

�
賃金 (臨時の賃金等を除く｡ 以下この号において同じ｡) の決定､ 計算及び支払の方法､ 賃金の

締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

�
退職に関する事項

�
の２ 退職手当の定めをする場合においては､ 適用される労働者の範囲､ 退職手当の決定､ 計算及
び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

�
臨時の賃金等 (退職手当を除く｡) 及び最低賃金額の定めをする場合においては､ これに関する

事項

�
労働者に食費､ 作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては､ これに関する事項

�
安全及び衛生に関する定めをする場合においては､ これに関する事項

�
職業訓練に関する定めをする場合においては､ これに関する事項

�
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては､ これに関する事項

�
表彰及び制裁の定めをする場合においては､ その種類及び程度に関する事項

�
前各号に掲げるもののほか､ 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合において
は､ これに関する事項

第90条 (作成の手続)
使用者は､ 就業規則の作成又は変更について､ 当該事業場に､ 労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合､ 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働
者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない｡
２ 使用者は､ 前条の規定のより届出をなすについて､ 前項の意見を記した書面を添付しなければなら
ない｡
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雇雇入入れれ時時のの健健康康診診断断

定定期期健健康康診診断断
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｢｢雇雇入入時時健健康康診診断断｣｣､､｢｢定定期期健健康康診診断断｣｣､､｢｢特特定定業業務務従従事事者者健健康康診診断断｣｣ととはは……

事業者は､ 常時使用する労働者を雇い入れるときは､ 労働者に対
して右記の11項目について医師による健康診断を行わなければなり
ません｡
ただし､ 雇い入れる人が３ヵ月以内に健康診断を受けており､ そ

の人が医師による健康診断の証明書を提出したときは､ その健康診
断の項目に相当する内容については実施する必要はありません｡

(労働安全衛生規則 第43条)

●雇入れ時の健康診断

NO 健康診断項目 健診
１ 既往歴および業務歴の調査 ○
２ 自覚症状および他覚症状の有無の検査 ○
３ 身長､ 体重､ 視力および聴力の検査 ○
４ 胸部エックス線検査 ○
５ 血圧の測定 ○
６ 貧血検査 ○
７ 肝機能検査 ○
８ 血中脂質検査 ○
９ 血糖検査 ○
10 尿検査 ○
11 心電図検査 ○

事業者は､ 常時使用する労働者＊に対し､ １年以内に１回､ 定期的
に右記の11項目について医師による健康診断を実施しなければなり
ません｡
ただし､ 右記項目の３～４および６～11については､ 厚生労働大

臣が定める基準に基づき､ 医師が必要でないと認めるときは省略す
ることができます｡

＊労働者＝第45条第１項に規定
する労働者を除く｡

(労働安全衛生規則 第44条)

●定期健康診断

NO 健康診断項目 健診
１ 既往歴および業務歴の調査 ○
２ 自覚症状および他覚症状の有無の検査 ○
３ 身長､ 体重､ 視力および聴力の検査 ○ ＊
４ 胸部エックス線検査および喀痰検査 ○ ＊
５ 血圧の測定 ○
６ 貧血検査 ○ ＊
７ 肝機能検査 ○ ＊
８ 血中脂質検査 ○ ＊
９ 血糖検査 ○ ＊
10 尿検査 ○ ＊
11 心電図検査 ○ ＊

特特定定業業務務従従事事者者のの健健康康診診断断

事業者は､ 特定業務 (深夜業を含む業務) に常時従事する労働者＊

に対して､ 当該業務への配置替えの際､ および６ヵ月以内に１回､
定期的に右記の11項目について医師による健康診断を行わなければ
なりません｡
ただし､ 右記項目の◎印 (項目４) については１年に１回､ 定期

的に行えば足ります｡ また､ ☆印 (項目６～９､ および11) につい
ては､ 前回の健康診断
で受診している者は､
医師が必要でないと認
めるときは当該項目の
全部または一部を省略
して行うことができま
す｡

＊労働者＝第13条第１項第２号
に掲げる業務に常時従事する
労働者

(労働安全衛生規則 第45条)

●特定業務従事者の健康診断

NO 健康診断項目 健診
１ 既往歴および業務歴の調査 ○
２ 自覚症状および他覚症状の有無の検査 ○
３ 身長､ 体重､ 視力および聴力の検査 ○ ＊
４ 胸部エックス線検査および喀痰検査 ◎ ＊
５ 血圧の測定 ○
６ 貧血検査 ○ ☆ ＊
７ 肝機能検査 ○ ☆ ＊
８ 血中脂質検査 ○ ☆ ＊
９ 血糖検査 ○ ☆ ＊
10 尿検査 ○ ＊
11 心電図検査 ○ ☆ ＊

(注)上記の ｢＊印｣ の項目については､ 定期健康診断と同趣旨で､ 厚生労
働大臣が定める基準に基づき､ 医師が必要でないと認めるときは省略
することができます｡

＊既往歴とは＝ (現在は治っているが) 前にかかった病気｡ 過去の病歴の
こと｡
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自動車事故報告､ 事故記録

事故報告対象

自動車が転覆し､ 転落し､ 火災 (積載物品の火災を含む｡ 以下同じ｡) を起こし､ または鉄道車両 (軌
道車両を含む｡ 以下同じ｡) と衝突し､ もしくは接触したもの

10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの

死者または重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号または第３号に掲げる傷害を受けた者を
いう)を生じたもの

10人以上の負傷者を生じたもの

自動車に積載された危険物､ 火薬類､ 高圧ガス､ 放射性物質､ 毒物・劇物､ 可燃物の全部若しくは一部
が飛散し､ または漏えいしたもの

自動車に積載されたコンテナが落下したもの

酒気帯び運転 (道路交通法第65条第１項の規定に違反する行為をいう｡ 以下同じ｡)､ 無免許運転 (同法
第64条の規定に違反する行為をいう｡)､ 大型自動車等無資格運転 (同法第85条第五項から第９項までの規
定に違反する行為をいう｡) または麻薬等運転 (同法第117条の２第３号の罪に当たる行為をいう｡) を伴
うもの

運転者の疾病により､ 事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

救護義務違反 (道路交通法第117条の罪に当たる行為をいう｡ 以下同じ｡) があったもの

自動車の装置 (道路運送車両法 (第185号) 第41条各号に掲げる装置をいう｡) の故障 (以下単に ｢故障｣
という｡) により､ 自動車が運行できなくなったもの

車輪の脱落､ 被牽引自動車の分離を生じたもの (故障によるものに限る｡)

橋脚､ 架線その他の鉄道施設 (鉄道事業法 (第92号) 第８条第１項に規定する鉄道施設をいい､ 軌道法
(第76号) による軌道施設を含む｡) を損傷し､ ３時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

高速自動車国道 (高速自動車国道法第79号) 第４条第１項に規定する高速自動車国道をいう｡) または
自動車専用道路 (道路法第180号) 第48条の４に規定する自動車専用道路をいう｡ 以下同じ｡) において､
３時間以上自動車の通行を禁止させたもの

自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

事故速報対象

２人以上の死者を生じたもの､ ５人以上の重傷者を生じた事故

10人以上の負傷者を生じた事故

自動車に積載された危険物､ 火薬類､ 高圧ガス､ 放射性物質､ 毒物・劇物､ 可燃物の全部もしくは一部
が飛散し､ または漏えいした事故 (自動車が転覆し､ 転落し､ 火災を起こし､ または鉄道車両､ 自動車そ
の他の物件と衝突し､ もしくは接触したことにより生じたものに限る｡)

酒気帯び運転を伴う事故

自然災害に起因する可能性のある事故

報道機関による報道があったとき又は取材・問い合わせを受けたときその他当該事故の社会的影響が大
きいと認められる事故

放射性輸送物の自動車輸送時における事故

事故の記録の作成 (安全規則第９条の２)

事業用自動車に係る事故が発生した場合には､ 事故記録を作成し営業所において３年間保管する｡
事故記録の記載項目は次のとおりです｡
１.乗務員の氏名 ５.事故の当事者 (乗務員を除く｡) の氏名
２.自動車登録番号その他当該自動車識別できる表示 ６.事故の概要 (損害の程度を含む｡)
３.事故の発生日時 ７.事故の原因
４.事故の発生場所 ８.再発防止対策
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※２部提出
１部受理後返送
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※２部提出
１部受理後返送
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����������������������������������

平成18年10月から､ 運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法 (道路運送法及び
貨物自動車運送事業法) の一部を改正する法律が施行されます｡
｢輸送の安全性を確保すること｣ は､ もとより運送事業者の当然の責務ですが､ 今回の改正法の

施行により､ 事業経営者の安全確保義務が明確にされました｡
すべての運送事業者は､ 経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であるこ
とを自覚し､ 運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません｡

という手順を継続的に繰り
返すことによって､ 輸送の
安全のレベルアップを図ろ
うとするものです｡

������

輸送の安全に関する
取り組みが必要になります

すべての事業者が ｢輸送の安全性の向上｣ を行います

運運輸輸安安全全ママネネジジメメンントトととはは？？

次の７項目について
取り組みを行います

社長は輸送の安全
の確保に最終的な
責任を有すること
を明確にします｡

Step

�

Step

�

Step

�

基本的方針に基づいて輸
送の安全の確保に関する
目標を設定します｡
また､ 輸送の安全に関す
る目標を達成するための
計画を作成します｡

輸送の安全に関する基本
的な方針を策定し､ 従業
員に十分周知させます｡

��
��

�
��
��

１
安全性の向上
のための計画を
作成し

３
実施したことに
よる効果を評価
して

�
�

�
��

２
計画に基づく
安全対策を実施
して

４
改善ポイントを
整理し､ さらに
計画を改善し
実施する
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�
安全管理規程作成等の義務のある事業者＊

�
その他の事業者

国土交通省では､ 運輸安全マネジメントの浸透・定着を図るため､ 取り組み状況のチェッ
ク (評価監査) を行います｡

― 64 ―

輸輸送送のの安安全全ににかかかかわわるる情情報報をを公公表表ししななけけれればばななりりまませせんん
○事業者は､ 毎年度､

�
輸送の安全に関する基本方針

�
輸送の安全に関する目標 (例えば事故件数等) 及び目標の達成状況

�
事業用自動車の事故に関する情報 (総件数及び類型別の事故件数)

等を公表しなければなりません｡

○また､ 事業者は､ 輸送の安全に係る処分を受けた場合には､

�
当該処分の内容

�
講じた措置

�
講じようとする措置

について､ 随時､ 公表しなければなりません｡

※公表の手段・方法については､ 会社のホームページへの掲載､ 営業所
など利用者の出入りのある施設での掲示などにより行ってください｡

情報の共有や伝達
が確実に行われる
ようにします｡

Step

�

Step

�

Step

�

Step

�

運輸安全マネジメ
ントの実施状況な
どを事後チェック
(評価) し､ 改善
点の有無を検証し
ます｡

上記の取り組み
についての記録
を適切に管理し
ます｡

業務の改善を行
い､ 次の目標や
計画に反映させ
ます｡

事業者の規模別に定められた､ ｢安全マネジメントの実施に当たっての手引き｣ に基づいて､ 基本方針や目標を定め

るなどして､ 運輸安全マネジメントについて十分な取り組みが行われているかどうかチェックします｡

�����

�����

平成19年１月より

平成19年４月より

＊事業用自動車の保有車両数が､ 以下に示す数以上の事業者の皆さんには､ ｢安全管理規程｣ の作成及び
届出､ ｢安全統括管理者｣ の選任及び届出の義務付けがなされます｡
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運輸安全マネジメントの取組みについて(例)

Ⅰ 経営者の皆さんは､ 輸送の安全が第一であることを常に考え､ 事故防止のための安全方針を作り､ 率
先して会社内に広めましょう｡

★安全方針としては､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○ ｢輸送の安全はわが社の根幹｣ ○ ｢安全は業務の基本動作｣

○ ｢安全は最大の顧客満足｣ ○ ｢無理な行動派は しない させない｣ 等
★会社内に広める方法としては､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○社内､ 営業所へ掲示する｡ ○点呼の際に唱和する｡

○安全方針を記載したカードを作成し､ 全社員が携行する｡ 等

Ⅱ 経営者の皆さんは､ 安全方針に基づいて､ 事故防止のための目標や計画つくりをしましょう｡

★目標としては､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○ ｢今年度､ 人身事故をゼロに！｣ ○ ｢飲酒運転､ 速度超過の撲滅！｣

○ ｢社内全員がゴールド免許を保有しよう！｣ 等
★計画としては､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○ ｢出庫時の対面点呼実施計画｣ ○ ｢ヒヤリ・ハット情報の報告会実施計画｣

○ ｢▲▲講習の受講計画｣ 等
目標や計画は､ 短期的に達成できるもの､ 長期的に達成できるもの等､ いくつ定めてもかまわないので
すが､ 実現不可能なものとならないよう自社の実状に応じて作成することが大切です｡

Ⅲ 経営者の皆さんは､ 現場の方々と話す場を率先して設け､ 安全に関する意見等に耳を傾けることによ
り､ 安全上の問題点を把握しましょう｡

★現場の方々との会話の場として､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○定期的に営業所において､ 運転者等との輸送安全に関する意見交換会等を開催する｡

○社長自ら定期的に添乗を行う｡
○定期的にドライバーとの個人面談を行う｡ 等

従業員から安全に関する意見等を聞くことによって､ 安全上の問題点や反省すべき事項がないか考える
ことが必要です｡
★安全上の問題点としては､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○安全運行に関するドライバーの意識が不十分｡

○ヒヤリ・ハット情報が数多いにも関わらず､ これらの情報を共有していないため､ 同じ過ちを
くり返している｡
○研修等を計画的に実施していないため､ ドライバーの法的知識が不十分｡ 等

Ⅳ 安全上の問題があった場合には､ 改善を図って行きましょう｡

★問題点を改善する方法は､ その内容によって各社様々であると思いますが､ 以下の内容が挙げられます｡
(例) ○ドライバーの安全への意識や法令知識が低い場合の改善方法｡

→対面点呼を確実に実施することによる安全意識の啓発｡
関係団体や研修施設が実施する講習会への参加｡ 等

○ヒヤリ・ハット情報の共有がなされていない場合の改善方法｡
→ヒヤリ・ハット情報の報告会等の開催｡
ヒヤリ・ハット情報の掲示板等の作成｡ 等

改善を図るにあたっては､ 次期における事故防止のための目標や計画に反映させて実施して行くことが
必要です｡

これまで示した上記の取り組みは､ あくまでも参考事例です｡ 皆さんが運輸安全マネジメントを確実に実施して行く
ためには､ ⅠからⅣまでの流れに応じ､ 各社の実状を踏まえた独自の取り組みをおこなうことが大切です｡
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わが社の運輸安全マネジメントの取り組み
令和 年度 ( ～ )

※毎年度､ 下記の具体的な取組方策を定めたら社内および営業所内へ掲示するとともに､ 反省事項や改善方
法については､ 改善措置等必要な方策を立てたときに掲示し直すこと｡
●わが社の事故防止のための安全方針

●社内への周知方法

●安全方針に基づく目標
(令和 年度の安全目標)

●目標達成のための計画
(令和 年度の安全計画)

●わが社における安全に関する情報交換方法

●わが社における安全に関する反省事項

●反省事項に対する改善方法

※毎年度､ 下記の取組状況を把握して社内および営業所内へ掲示する｡ なお､ 安全方針､ 安全目標､ 安全目
標達成状況､ 自動車事故報告規則で定める事故に関する統計は公表しなければならない｡

●わが社の安全に関する目標達成状況

令和 年度
目 標 結 果 目標達成状況

●わが社の自動車事故報告規則に規定する事故 (自動車事故報告規則第２条)

注○輸送の安全に係る行政処分を受けた場合には､ 法令にもとづき遅滞なく警告書写
�
､ 改善報告書写

�
を社内お

よび営業所等掲示により公表すること｡

事
業
所
名

代
表
者
名

日付： 年 月 日

令和 年度
発生件数 件
事故の種類
事故時の状態等

●わが社の事故に関する情報
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公正・公平な競争を確保するために!
トラック運送事業者に対する

社会保険等の適正加入が徹底されます｡
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社会保険・労働保険未加入トラック運送事業者に対する行政処分等について

社社社社会会会会保保保保険険険険・・・・労労労労働働働働保保保保険険険険のののの加加加加入入入入はははは､､､､
すすすすべべべべててててののののトトトトララララッッッックククク運運運運送送送送事事事事業業業業者者者者のののの義義義義務務務務!!!!
平成20年７月１日から実施

トラック運送事業の健全な競争環境の維持､ 確保を
図るためには､ 社会保険・労働保険への適正加入は義
務です｡
しかし､ 昨今のトラック運送事業においては､ 規制
緩和に伴う競争の激化や軽油価格の高騰等に伴う厳し
い経営環境の中で､ 社会保険等への加入など､ 本来､
事業主として守らなければならない法律上の義務や規
制を免れて､ 不適正に輸送原価を引き下げるケースが
顕在化しています｡
このため､ 国土交通省では､ 貨物自動車運送事業法
に基づく事業の許可の際に社会保険等の加入を必要な
項目として追加し､ 未加入事業者に対しては､ 行政処
分等を科すなどトラック運送事業者に対する社会保険
等の適正加入の徹底を図ることとなりました｡

(注１) 40歳～64歳の介護保険２号被保険者は全国一律の介護保険料率1000分の15.8を上乗せ｡
(注２) 毎年９月に1000分の3.54ずつ引き上げ､ 平成29年９月以降は1000分の183.00で固定されます｡
(注３) 1000分の９のほかに､ 平成19年４月１日から石綿 (アスベスト) 健康被害者の救済費用として1000分の0.05を一般搬出金として負担することと

なりました｡

保
険
の
種
類

社 会 保 険 労 働 保 険

健康保険の場合(福島県) 厚生年金保険の場合 雇用保険の場合 労災保険の場合

保
険
料
率

99/1000
現在は都道府県単位保険料率
を適用(事業主・本人折半負担)

(注１)

22年３月分 (任意継続被保険
者にあっては､ 同年４月分)
の保険料額から適用

181.82/1000
(事業主・本人折半負担)

(注２)

(28年９月分～29年８月分まで)

11/1000
(事業主７/1000＋本人４/1000)

(28年４月１日～29年３月31日)

９/1000
(注３)

(25年４月より)

罰

則

６カ月以下の懲役または
50万円以下の罰金に
処せられる

６カ月以下の懲役または
50万円以下の罰金に
処せられる

６カ月以下の懲役または
30万円以下の罰金に
処せられる

６カ月以下の懲役または
30万円以下の罰金に
処せられる

適
用
除
外
者

●健康保険､ 厚生年金保険では､ 下記が適用除外者に該当する｡
①臨時に使用される者のうち､ ２カ月以内の期間を定めて使用され
る者､ 日々雇い入れられる者
②季節的業務に４カ月以内の期間を定めて使用される者
③臨時的事業の事業所に６カ月以内の期間を定めて使用される者
※正社員と比べて､ ①１週間の所定労働時間が４分の３以上であり､
かつ､ ②１カ月の所定労働日数が４分の３以上の人は､ 加入させ
なければなりません｡
④原則として厚生年金保険は70歳で健康保険は75歳で資格を喪失し
ます｡

●雇用保険では､ 日雇労働被保険
者になる人を除けば､ 下記が適
用除外者に該当する｡
①短時間労働者であって､ 季節的
に雇用される者または短期の雇
用に就くことを常態とする者
②４カ月以内の期間を予定して行
われる季節的事業に雇用される者
※１週間の所定労働時間が正社員
よりも短く､ かつ､ 40時間未満
の人については､ ①１週間の所
定労働時間が20時間以上である
こと､ ②反復継続して就労する
こと (31日以上の雇用見込みが
あること)､ のいずれにも該当す
るときは一般被保険者として加
入させなければなりません｡

●労災保険では､ トラック運送
事業に従事する従業員で適用
除外になる者はいない｡

(参考) 社会保険・労働保険の概要

� �
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様式は特に定まっておりません｡

自社のものを添付願います｡
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